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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
武
蔵
野
都
市
計
画
緑
地
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

武
蔵
野
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

武
蔵
野
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
七
号
十
一

小
路
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

令
和
五
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
東
町
二
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
四
号

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
士
の
処
分
を
し
た
の

で
、
同
条
第
五
項
及
び
建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設

省
令
第
三
十
八
号
）
第
六
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

氏
名

植
竹

美
穂

建
築
士
の
別

二
級
建
築
士

登
録
番
号

東
京
都
知
事
登
録
第
八
一
一
三
一
号

二

処
分
を
し
た
年
月
日

令
和
五
年
一
月
五
日

三

処
分
の
内
容

戒
告

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

法
第
二
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
講
習
を
期
限
内
に
受
講
し
な

か
っ
た
こ
と
が
、
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
五
号

次
の
建
設
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
又
は
建
設
業
者
の
所
在
を
確

知
で
き
な
い
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第

二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
建
設
業
者
か
ら

申
出
の
な
い
と
き
は
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
当
該
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
す
。

令
和
五
年
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

商

号

代
表
者
氏
名

主
た
る
営
業

所
の
所
在
地

許
可
番
号

許
可
年

月
日

Ｂ
ｅ
ｅ

Ｅ
ｄ
ｇ
ｅ

株
式
会
社

代
表
取
締
役

山
内

一
豊

江
東
区
東
陽

三
丁
目
十
七

番
十
四
号

東
京
都
知
事

許
可
（
般－

一
）
第
一
五

〇
五
六
〇
号

令
和
元

年
七
月

十
六
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

法
第
五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害

者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

京
王
ス
ト
ア
め
じ
ろ
台
店

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
め
じ
ろ
台
一
丁
目
九
番
地
二

三

設
置
者
名

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア

四

意
見

ア

聴
取
者

八
王
子
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
五
年
一
月
十
一
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
五
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
二
月
二
十

七
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す

る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に

定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
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